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確
定
申
告
書
の
作
成
・
提
出

東
村
山
税
務
署

▪
確
定
申
告
書
作
成
の
相
談
受
付

と　
き　
２
月
１６
日
〜
３
月
１５
日
の
月
曜

〜
金
曜
日
（
２
月
２３
日
は
除
く
）　
午
前

８
時
３０
分
〜
午
後
４
時

※
提
出
は
午
後
５
時
ま
で
。

と
こ
ろ　
東
村
山
税
務
署

※
入
場
整
理
券
が
必
要
で
す
。
入
場
整
理

券
は
、
当
日
、
会
場
で
配
付
す
る
ほ
か
、

無
料
通
話
ア
プ
リ
Ｌラ

　
　
　
イ
　
　
　
ン

Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
に
入

手
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
入
場
整
理
券

の
配
付
状
況
に
よ
り
、
受
け
付
け
を
早
め

に
締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
駐
車
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
２
月
２１
日
・
２８
日
の
日
曜
日
に
限
り
、

所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人
消
費

税
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
相
談
と
申
告
書

提
出
を
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、
当
日
は

国
税
の
領
収
、
納
税
証
明
書
の
発
行
、
電

話
で
の
相
談
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
令
和
２
年
分
の
申
告
と
納
税
の
期
限

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
自
宅
で

申
告
書
が
作
成
で
き
、
ｅイ

　
ー
　
タ
　
ッ
　
ク
　
ス

︱
Ｔ
ａ
ｘ
（
電

子
申
告
）
で
デ
ー
タ
を
提
出
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

H
検
索　
国
税
庁

問
合
せ　
東
村
山
税
務
署
（
〒
１８９
︱
８
５

５
５　
東
村
山
市
本
町
１
︱
２０
︱
２２
）
☎

０４２
（
３
９
４
）
６
８
１
１

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム

試

験

放

送

Ｊ
ア
ラ
ー
ト

　
市
で
は
、
国
と
合
同
で
地
震
や
弾
道
ミ

サ
イ
ル
発
射
な
ど
の
緊
急
情
報
を
知
ら
せ

る
、
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ

ー
ト
）の
試
験
放
送
を
し
ま
す
。音
声
は
、

市
内
に
設
置
し
て
い
る
防
災
行
政
無
線
か

ら
放
送
し
ま
す
。

と　
き　
２
月
１７
日
（
水
）　
午
前
１１
時

ご
ろ

内　
容　
（
上
り
チ
ャ
イ
ム
音
）「
こ
れ

は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
（
３
回

繰
り
返
す
）」、「
こ
ち
ら
は
、
防
災
小
平

で
す
」（
下
り
チ
ャ
イ
ム
音
）

※
防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た
内
容
は
、

試
験
放
送
実
施
後
か
ら
一
定
時
間
、
電
話

で
確
認
で
き
ま
す
（
自
動
音
声
応
答
サ
ー

ビ
ス
☎
０４２
（
３
４
１
）
０
７
９
３
）。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
９

市
の
土
地
を
売
却

一
般
競
争
入
札

売
却
物
件　
▽
物
件
番
号
…
入
札
１

▽
所
在
…
小
川
町
二
丁
目
１
２
５
９
番

２
、
１
２
６
２
番
２
、
３
、
４
、
６

▽
地
目
…
雑
種
地

▽
実
測
面
積
…
６
百
７
・
３３
平
方
㍍

▽
参
考
価
格
…
９
千
３
百
３０
万
円

入
札
参
加
資
格　
日
本
国
内
に
住
所
が
あ

る
個
人
ま
た
は
日
本
国
内
に
事
業
所
が
あ

る
法
人

申
込
書
類　
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込

書
、
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
受
付
書
、

住
民
票
の
写
し
（
法
人
の
場
合
は
登
記
事

項
証
明
書
と
印
鑑
登
録
証
明
書
）

入
札
参
加
案
内
の
配
布　
２
月
１５
日（
月
）

ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
（
市
役
所
２

階
）
で
配
布

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
で
き
ま
す
。

※
質
問
を
２
月
１０
日
（
水
）
の
午
前
９
時

か
ら
１８
日
（
木
）
の
午
後
５
時
ま
で
受
け

付
け
ま
す
。
質
問
は
、
２
月
２２
日
（
月
）

に
回
答
し
ま
す
。

申
込
み　
２
月
２４
日
（
水
）
か
ら
３
月
１

日
（
月
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で
に
、申
込
書
類
を
問
合
せ
先
へ（
送

付
不
可
）

※
３
月
３
日（
水
）の
午
前
１０
時
に
、
市
役

所
６
階
大
会
議
室
で
入
札
を
行
い
ま
す
。

※
物
件
の
入
札
保
証
金
を
小
切
手
で
ご
用

意
く
だ
さ
い
。
入
札
終
了
後
、
契
約
説
明

を
し
ま
す
。

※
所
有
権
移
転
手
続
き
な
ど
は
、
入
札
参

加
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
契
約
締
結
期
限
は
、
入
札
当
日
か
ら
３

月
１０
日
（
水
）
ま
で
で
す
。

問
合
せ　
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
☎

０４２
（
３
４
６
）
９
５
５
７

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
傍
聴
す
る
方
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
に
配
慮
す
る
た
め
、

マ
ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
自
宅
で
検
温
し
、
体
調
不
良
の

方
の
傍
聴
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。

　
Ｗウ

　
ェ
　
ブ
Ｅ
Ｂ
会
議
は
、
委
員
が
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
で
出
席
す
る
会
議
で
、
会
場
の

モ
ニ
タ
ー
で
傍
聴
で
き
ま
す
。
な
お
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
傍
聴
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
会
議
録
は
、
後
日
、
市
政
資
料
コ
ー
ナ

ー
（
市
役
所
１
階
）
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
社
会
教
育
委
員
の
会
議
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
会

議
）

と　
き　
２
月
１６
日
（
火
）　
午
前
９
時

３０
分
か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　
地
域
学
習
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
７
４

▪
教
育
委
員
会
定
例
会

と　
き　
２
月
１８
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　
市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　
員　
５
人

申
込
み　
当
日
、
午
後
１
時
４０
分
か
ら
、

会
場
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　
教
育
総
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
６
８

　
市
民
税
・
都
民
税
（
住
民
税
）
の
申
告

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
住
民
税

は
、
前
年
（
令
和
２
年
１
月
１
日
〜
１２
月

３１
日
）
の
所
得
を
も
と
に
、
令
和
３
年
１

月
１
日
現
在
に
居
住
す
る
市
区
町
村
で
課

税
さ
れ
る
税
金
で
、
所
得
税
と
は
異
な
り

ま
す
。

日　
程　
▽
２
月
１５
日
（
月
）
ま
で　
午

前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時　
税
務
課
（
市

役
所
２
階
）

▽
２
月
１６
日
（
火
）
〜
３
月
１５
日
（
月
）

　
午
前
９
時
〜
１１
時
３０
分
、
午
後
１
時
〜

４
時　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
提
出
の
み
の
場
合
は
、
問
合
せ
先
へ
送

付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所
で

は
、
作
成
済
み
の
申
告
書
の
み
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

持
ち
物　
昨
年
の
収
入
が
わ
か
る
書
類

（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）、
控
除
を
受
け
る

た
め
の
書
類
（
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険

料
・
国
民
年
金
な
ど
の
控
除
証
明
書
、
医

療
費
の
明
細
書
、
障
害
者
手
帳
な
ど
）、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確
認
書
類

▪
住
民
税
申
告
の
た
め
の
土
曜
臨
時
窓
口

と　
き　
２
月
２０
日
・
２７
日
の
土
曜
日　

午
前
９
時
〜
１１
時
３０
分

と
こ
ろ　
市
役
所
２
階
２
０
１
会
議
室

※
土
曜
日
の
取
扱
い
は
、
こ
の
２
日
間
の

み
で
す
。

※
確
定
申
告
の
相
談
は
東
村
山
税
務
署
へ

お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
税
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

２
２
・
９
５
２
３

市
議
会
３
月
定
例
会

傍
聴
は
事
前
に
確
認
を

　
３
月
定
例
会
は
２
月
１９
日
（
金
）
午

前
９
時
に
開
会
す
る
予
定
で
す
。

　
傍
聴
す
る
方
に
は
、
当
日
、
問
合
せ

先
で
受
付
後
、傍
聴
券
を
交
付
し
ま
す
。

　
本
会
議
場
傍
聴
席
へ
の
磁
気
ル
ー
プ

の
設
置
、
手
話
通
訳
者
の
配
置
を
試
行

的
に
実
施
し
て
い
ま
す
（
事
前
申
込

み
）。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
防
止
の
た
め
、
日
程
や
場
所
な
ど

を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
議
会
事
務
局
☎
０４２（
３
４
６
）

９
５
６
６
、
V

０４２（
３
４
６
）９
５
６
７

今
月
の

２ 月

税

◇
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
第
４

期
）

◇
国
民
健
康
保
険
税
（
第
８
期
）

※
納
付
は
、
３
月
１
日
（
月
）
の
納
期

限
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

※
市
税
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

の
納
付
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
（
ヤ
フ

ー
公
金
）、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ

リ（
Ｐペ

イ

ビ

ー

ａ
ｙ
Ｂ
）で
も
納
付
で
き
ま
す
。

ま
た
、
便
利
で
納
め
忘
れ
の
な
い
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
、
納
税
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▪
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ
Ｐ
ａ
ｙ

Ｂ
で
市
税
の
納
付

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ
リ
（
Ｐ
ａ

ｙ
Ｂ
）
か
ら
納
付
書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を

読
み
取
る
と
、
登
録
し
た
銀
行
口
座
か

ら
納
付
で
き
ま
す
。

対　
象　
市・都
民
税
（
普
通
徴
収
）、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）、
国
民
健
康
保
険
税

※
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
た
納
付
書

（
期
別
の
税
額
が
３０
万
円
以
下
で
、
納

期
限
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３５
日
以

内
の
も
の
）
で
利
用
で
き
ま
す
。

※
金
融
機
関
ご
と
に
使
用
で
き
る
ア
プ

リ
や
納
付
で
き
る
時
間
帯
な
ど
が
異
な

り
ま
す
。
ま
た
、
利
用
で
き
な
い
金
融

機
関
も
あ
り
ま
す
。

※
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。
納
税

証
明
書
の
発
行
を
お
急
ぎ
の
方
は
、
市

役
所
や
金
融
機
関
な
ど
で
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　
収
納
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
２
６国

民
健
康
保
険
税
の
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
申
請
す
る
と
減
免
が
受
け
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は

重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

▽
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収
入
、

給
与
収
入
、
不
動
産
収
入
ま
た
は
山
林

収
入
の
い
ず
れ
か
に
一
定
程
度
の
減
少

が
見
込
ま
れ
る
世
帯

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
３
０

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

市

税

な

ど

の

窓
口
納
付
を
終
了

３
月
３１
日
ま
で

　
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
の
窓
口
で
の
市
税

な
ど
の
公
金
納
付
は
、
３
月
３１
日
で
終

了
し
ま
す
。
お
手
持
ち
の
納
付
書
の
納

付
場
所
に
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
と
記
載
さ

れ
て
い
て
も
、
４
月
１
日
以
降
は
同
行

の
窓
口
で
納
付
は
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
口
座
振
替
、
ペ
イ
ジ
ー
支
払

い
な
ど
同
行
の
窓
口
以
外
で
の
納
付

は
、
引
き
続
き
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
せ　
会
計
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９

５
６
３

皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。
質問 回答

昨年、小平市に転入しま
した。今年の住民税はど
こへ申告すればよいので
しょうか。

小平市へ申告してください。住民税は、
今年の １月 １日に住んでいた市区町村が
課税することになっています。なお、今
年の １月 ２日以降に転入した方は、前の
住所地に申告してください。

昨年中は収入がありませ
んでした。申告の必要は
ありますか。

申告が必要です。申告書は国民健康保険
税などの算出の資料となります。また、
申告がない場合、都営住宅の収入報告な
どに添付する非課税証明書の発行ができ
ません。

扶養に入れる給与収入の
範囲を教えてください。

年間の給与収入が１０３万円（所得に換算
すると４８万円）以内であれば税法上の扶
養に入ることはできます（この場合、所
得税は課税されませんが、住民税は１００
万円を超えると課税される場合がありま
す）。給与以外の所得がある方は、合計
所得金額が４８万円以下であれば扶養に入
ることができます。勤務先の健康保険の
扶養に入れる基準については勤務先にお
問い合わせください。

単身赴任の夫の扶養とな
っていますが、住民税の
申告は必要ですか。

申告が必要です。単身赴任で市外に住ん
でいる方の給与支払報告書などは小平市
へ送られてこないため、扶養に入ってい
ることを確認できません。お手数です
が、住民税の申告書を提出してください。

４００万円以下の公的年金
収入のみですが、申告の
必要はありますか。

確定申告は不要です。医療費控除など源
泉徴収票に記載されていない控除を申告
することで所得税が還付になる方は確定
申告をすることができます。確定申告を
しない方で、医療費控除などの控除を追
加で申告する場合は住民税の申告書を提
出してください。

税務署に確定申告書を提
出しましたが、市役所へ
の申告も必要ですか。

必要ありません。税務署に確定申告書を
提出すると、申告書に記入された １月 １
日の住所地の市区町村にその資料が送ら
れます（ただし、上場株式等に係る配当
所得等について、所得税と異なる課税方
式を選択する場合は、別途住民税の申告
が必要です）。

ちょっと教えて　市民税・都民税（住民税）

申告時のマイナンバー確認書類

マイナンバーカード１

２ 番号確認書類
通知カード　など +

身元確認書類
健康保険証
運転免許証　など

または

市役所や税務署に申告をする際は、次の①または②の書類
をお持ちください。

市役所で確定申告書を提出する場合は、上記確認書類の写
しを添付してください。
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